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令和３年度 

第１１回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時  令和３年 ５月１１日（火曜日） １３時００分 開会 

場 所  和歌山市農業委員会会議室 

 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第３条許可指令書の返納について 

報告事項 農地法第５条受理通知書の返納について 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 

議案第１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第２号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第５号 農用地利用集積計画について 

議案第６号 非農地通知について 
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２番 辻本  傑 
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４番 山本 茂樹 

５番 藤田 城司 

６番 古川 祐典 

７番 土橋 ひさ 

８番 谷河  績 

  ９番 吉中 雅三 

１０番 中村  弘 
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１３時００分 開会 

◆奥谷局長 それでは、第１１回農業委員

会総会を開催いたします。なお、新型コロ

ナウイルス感染症をめぐる状況ですが、大

阪府をはじめ４都府県に緊急事態宣言が発

出されており、本市においても感染者数は

高止まりの傾向であり、予断を許さない状

況です。このような中、前回（第１０回総

会）と同様、総会時間の短縮を図るため、

報告事項を割愛させていただき、議案の審

議から始めさせていただきます。ご理解、

ご協力をよろしくお願いします。 

それでは、谷河会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ただいまより、第１

１回農業委員会総会を開会いたします。出

席委員は１９名中１８名で、定足数に達し

ておりますので、総会は成立しています。 

 去る４月２８日、山本委員、丸山委員、

中尾委員、坂東委員によりまして現地調査

並びに事情聴取が行われています。後ほど

報告方よろしくお願いします。 

 なお、廣井委員から都合により欠席した

い旨、ご連絡がありましたので、ご報告い

たします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、笠野委員、

山本委員にお願いします。 

 それでは、議案の審議から始めさせてい

ただきます。 

議案第１号 相続税の納税猶予に関する

適格者証明願について、提案いたします。 

◆藤田班長 番外、説明いたします。 

 本件は、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による相続税納税猶予に関する

適格者証明書の申請があったものです。相

続人から、耕作を継続する旨の誓約書が添

付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第１号は可決と決定しました。 

議案第２号 農地法第２条の農地でない

旨の証明願について、提案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件につきましては、非農地証明の交付

基準に基づき、証明願の提出が７件ござい

ました。 

Ｎｏ．１昭和６１年頃より宅地として利

用している。 

Ｎｏ．２平成３年頃より宅地の一部とし

て利用している。 

Ｎｏ．３昭和５７年頃より宅地として利

用している。 

Ｎｏ．４平成８年頃より作業場として利

用している。 

Ｎｏ．５昭和３０年頃より宅地の一部と

して利用している。 

Ｎｏ．６昭和４５年頃より宅地の一部と

して利用している。 

Ｎｏ．７昭和５９年頃より資材置場とし

て利用している。また、Ｎｏ．１から７に

ついては、非農地証明の交付条件（５）の

土地であって（７）から（９）の条件を満

たしていると思われます。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 
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 議案第３号 農地法第３条の規定による

許可申請について、提案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で６件ありました。調査の結果、耕

作等に支障がないこと、当該農地の権利を

取得しようとする者は、下限面積要件を満

たし、その取得後において全ての農地を効

率的に耕作し、農作業に常時従事すると認

められるなど、農地法第３条第２項各号に

は該当しないため、許可要件の全てを満た

しています。なお、Ｎｏ．１ついては、持

ち分の３分の２を移転します。申請人は残

り３分の１の持ち分の所有者の養子であり、

既に申請地を管理・耕作しております。将

来的に自分が主体となって農業経営をして

いきたいとのことで申請に至りました。Ｎ

ｏ．２については、無償移転ですが、元々

申請人が利用権で借受け、耕作していた土

地を取得します。なお、両者は親戚関係に

あるとのことです。Ｎｏ．５については、

新規就農となるため、現地調査ならびに事

情聴取を行っております。本案件について

は担当の委員から報告があります。Ｎｏ．

６については、申請人が自身の耕作地を一

定期間荒廃させてしまっていた経緯があり

ましたので、現地調査ならびに事情聴取を

行っております。本案件については担当の

委員から報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．５及びＮｏ．

６につきまして、現地調査並びに事情聴取

を行っていますので山本委員さん報告願い

ます。 

◆４番（山本茂樹） Ｎｏ．５について報

告致します。 

 ４月２８日、中尾委員と私と事務局職員

と共に現地調査並びに事情聴取を行いまし

た。申請者が・・・の・・・氏・・・齢で

す。職業は・・・で・・・の販売店を営ん

でいます。 

購入予定農地は和歌山高校より北へ

約・・・ｍの所に有り、所在地は・・・、

地目は田、面積７６２㎡他４筆の隣接農地 

地目は田、面積それぞれ１，１５９㎡、３

４６㎡、１，１５３㎡、１，２０３㎡、合

計５筆の合計面積が４，６２３㎡のまとま

った農地になります。３条申請の新規就農

者となっておりますのは、・・・氏が所有

農地を自ら耕作しないで和歌山県農業公社

へ最近まで貸していたので新規就農者の扱

いになり現地調査及び事情聴取の対象にな

りました。この申請に至るまでに貸してい

た 農 地 は す で に ・ ・ ・ を し て い ま

す。・・・も添付されております。作付予

定作物は枝豆３，４４４㎡、白菜２，２０

７㎡、キャベツ２，３４９㎡を考えており、

所有農機具がないため人からトラクターと

草刈機を借りるとのことです。所有農地３，

３７７．５７㎡と合せて約８，０００㎡に

なりますが・・・にも手伝ってもらい頑張

って農業を続けて行きたいとのことです。

事情聴取には・・・の・・・氏も来てお

り、・・・で・・・の・・・を経営しなが

ら農業にも力を入れて行きたいとのことで

す。問題はないように思いますが、皆様の

慎重なご審議をお願いします。 

 続いて、Ｎｏ．６について報告致します。

４月２８日、中尾委員と私と事務局職員と

共に現地調査並びに事情聴取を行いました。

申請者は・・・の・・・氏・・・齢、職業

は・・・です。３条申請の現地調査の対象

となりましたのは、以前農地の管理が悪く
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て荒れ果てた状態になっていた為、農業委

員会から何度も指導をされた経歴があるた

め、現地調査及び事情聴取を行うこととな

りました。そのことを・・・氏に尋ねると、

その頃は腰を痛めていた為に管理が疎かに

なっていたと言うことでした。 購入予定

農地は和歌山東警察署高積交番から北へ

約・・・ｍの所に有り、地番は・・・、地

目は田、面積９８１㎡、と・・・、地目は

田、面積３２３㎡と同じく・・・、地目は

田、面積３９３㎡の３筆で合計１，６９７

㎡です。これらの農地は・・・です。借り

る予定の農地は・・・、地目は田、面積６

２１㎡です。この農地は新たに・・・です。

自己所有農地は和歌山市・・・と・・・に

合計１，１７２㎡あります。農地の総合計

は３，４９０㎡になり、下限面積を満して

います。現地調査の結果、以前指導された

農地も整理整頓されており問題はないと思

います。所有農機具は軽トラ１台、トラク

ター１台、耕運機２台、消毒器１台、草刈

機１台です。作付予定作物はパパイヤ９０

０㎡、冬瓜７９７㎡、ほうれん草６２１㎡、

みかん１，０１８㎡、梅１５４㎡で出荷先

は・・・及び・・・と言うことでした。全

体的な感想ですが、農業に熱心な方で特に

パパイヤの栽培に詳しく経験が豊富な印象

を受けました。この申請について特に問題

はないように思いますが、皆様の慎重なご

審議をお願いします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第３号について、説明、報告が

終わりましたが、この議案について、何か

ご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 Ｎｏ．１申請地は、名草地区・・・、わ

かやま農協南部営農センターから北西約・

・・ｍに位置し、おおむね１０ｈａ以上の

規模の一団の農地の区域内にあるため第１

種農地に該当しますが、既存施設の拡張に

該当するため不許可の例外に該当します。

申請人は・・・を営む・・・ですが、近年

の事業拡大に伴って、従業員や来客用の駐

車スペースが不足していることから、当申

請地を露天駐車場として転用申請するもの

です。なお、令和３年３月５日農用地除外

済です。 

Ｎｏ．２申請地は、紀伊地区・・・、川

永小学校から南西約・・・ｍに位置し、水

管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域で、か

つ、おおむね５００ｍ以内に２以上の教育

施設、医療施設その他教協施設がある第３

種農地に該当します。申請人は・・・を営

む・・・ですが、当申請地が、近年大型店

舗や分譲住宅等の開発が行われている国道

沿いで、且つ交差点付近であることから広

告効果が強く見込まれるため、看板用地と

して転用申請するものです。なお、賃借権

設定です。 

Ｎｏ．３申請地は、直川地区・・・、六

十谷駅から東約・・・ｍに位置し、おおむ

ね５００ｍ以内に鉄道の駅があるため第２

種農地に該当します。申請人は・・・を営

む・・・ですが、当申請地が県道に面して

いて通行量が多く、また一定規模の面積が
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あること、付近の発展具合から集客効果が

強く見込まれること等から、コンビニエン

スストアとして転用申請するものです。 

 なお、賃借権設定で開発許可申請中です。 

Ｎｏ．４申請地は、東山東地区・・・、

伊太祁曽駅から北東約・・・ｍに位置し、

おおむね５００ｍ以内に鉄道の駅があるた

め第２種農地に該当します。 

申請人は・・・を営む・・・ですが、近年、

自社の資材置場が手狭になってきたこと、

また申請地が自社拠点から近く県道に面し

ていて交通の便が良い等の理由から、露天

資材置場として転用申請するものです。 

Ｎｏ．５申請地は、紀伊地区・・・、川

永小学校から南西約・・・ｍに位置し、水

管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域で、か

つ、おおむね５００ｍ以内に２以上の教育

施設、医療施設その他公共施設がある第３

種農地に該当します。申請人は現在、・・

・と・・・とともに・・・にて生活してお

りますが、近年、子供の成長と共に手狭に

なってきたため、・・・の隣接地である当

申請地を個人住宅として転用申請するもの

です。なお、使用貸借権設定で開発許可申

請中です。  

Ｎｏ．６申請地は、岡崎地区・・・、竈

山駅から北東約・・・ｍに位置し、おおむ

ね３００ｍ以内に鉄道の駅があるため第３

種農地に該当します。申請人は・・・を営

む法人ですが、当申請地が、県道に面して

おり、車通りも多く、人目に触れる機会が

多い等の理由から広告効果が強く見込まれ

るため、看板用地として転用申請するもの

です。 

Ｎｏ．７申請地は、東山東地区・・・、

山東駅から北東約・・・ｍに位置し、おお

むね３００ｍ以内に鉄道の駅があるため第

３種農地に該当します。申請人は・・・を

営んでおり、修理用自動車の駐車スペース

を確保する目的から当申請地を露天駐車場

へ転用申請するものです。 

Ｎｏ．８申請地は、岡崎地区・・・、東

部コミュニティセンターから北約・・・ｍ

に位置し、おおむね５００ｍ以内に市の支

所があるため第２種農地に該当します。申

請人は申請地北側の住宅に居住しています

が、現在・・・と一緒に居住しており、駐

車スペースも含めて非常に手狭になってい

るとのことから、当申請地を露天駐車場及

び庭敷へ転用申請するものです。 

Ｎｏ．９申請地は、東山東地区・・・、

山東駅から南西約・・・ｍに位置し、おお

むね５００ｍ以内に鉄道の駅があるため第

２種農地に該当します。申請人は申請地北

側の住宅に居住していますが、そこからの

排水を流す水路を設置する目的から当申請

地を用悪水路へ転用申請するものです。 

Ｎｏ．１０申請地は、東山東地区・・・、

つつじヶ丘自治会館から北東約・・・ｍに

位置し、おおむね１０ｈａ以上の規模の一

団の農地の区域内にあるため第１種農地に

該当しますが、集落に接続される住宅その

他日常生活上又は業務上必要な施設であり、

不許可の例外に該当します。申請人は申請

地北側の宅地部分へ個人住宅を再建築し居

住する予定ですが、その際に進入路及び駐

車スペースを確保する必要があるため、当

申請地を進入路及び露天駐車場へ転用申請

するものです。なお、使用貸借権設定です。 

Ｎｏ．１１申請地は、東山東地区・・・、

山東駅から南西約・・・ｍに位置し、おお
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むね５００ｍ以内に鉄道の駅があるため第

２種農地に該当します。申請人は電気工事

業を営む法人ですが、当申請地が周囲に障

害物もなく日当たりも良いことから効率的

な発電を期待できるため太陽光発電施設へ

転用申請するものです。 

Ｎｏ．１２申請地は、岡崎地区・・・、

岡崎小学校の北約・・・ｍに位置し、市街

地に近接する区域内でその規模がおおむね

１０ｈａ未満のため第２種農地に該当しま

す。申請人は・・・を営んでおりますが、

近年の事業拡大に伴って、自社の資材置場

が手狭になってきたことから、当申請地を

露天駐車場へ転用申請するものです。これ

らの案件は一般基準を満たしています。ま

た、Ｎｏ．３、４、１１、１２については

現地調査ならびに事情聴取を行っておりま

す。本案件については担当の委員さんから

報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．３につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので中尾委員さん報告願います。 

◆１６番（中尾友紀） Ｎｏ．３について

報告致します。 

４月２８日、山本副会長、事務局職員２

名、中尾の４名で現地調査を行い、申請者

の・・・氏と設計事務所である・・・の２

名より事情聴取を実施しました。所在地は

・・・、１，８５９㎡、・・・、８４０㎡、

合計２，６９９㎡、地目は田、市街化調整

区域で六十谷駅から約・・・ｍ、転用の目

的は休憩所を備えたコンビニエンスストア

の建設です。開発面積３，７６４.５９㎡、

敷地面積３，７３３．０６㎡、コンビニの

建設面積は２３１．１１㎡で鉄骨造平屋建

て、建設予定価格は・・・円で、・・・の

残高証明書が提出されています。コンビニ

の 1日の売上目標は約・・・円を見込んで

います。申請地の転用理由について、当該

予定地は、県道７号線(粉河加太線)に面し、

通行量が多くコンビニエンスストアの運営

には適した地であり、付近に適切な用地が

ないため、当該地が適地と考えています。

沿道には色々な店があり・・・を建設する

ことにより、周辺の住民の方の利便性や車

で通行している方にトイレや休憩に使って

頂き地域の発展に寄与したいと考えている

そうです。北インターチェンジの近くであ

り、大型駐車場・・・台を含む・・・台の

駐車場を整備する予定です。隣接農地はな

く、汚水及び雑排水は敷地内の合併浄化槽

で処理後、東側既存水路へ放流、雨水は敷

地内桝で収水後東側既存水路へ放流、六箇

井土地改良区、自治会の了解を頂いている。

特に問題はないと思われますが、委員各位

の慎重なご審議を宜しくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。続いてＮｏ．４及びＮｏ．１１につ

きまして、現地調査並びに事情聴取を行っ

ていますので丸山委員さん報告願います。 

◆１５番（丸山 勝） Ｎｏ．４について

報告致します。 

 ４月２８日、私と坂東委員、それに事務

局職員の３名で現地調査及び申請人である

・・・氏から事情聴取を行いました。申請

地は、・・・、１，１２３㎡と、隣接する

・・・１８８㎡の合計１，３１１㎡の第２

種農地で、貴志川線伊太祁曾駅から北東側

約・・・ｍの県道和歌山橋本線沿いに位置

し、地目はいずれも田で、1 枚は耕作放棄

地の畑で、もう 1枚の現況は稲刈りの跡の

状態でした。申請者は、申請地の東約・・
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・ｍに・・・を置く・・・で、同社の設立

は・・・年で資本金・・・円、従業員・・

・名です。転用目的は、同社では最近、会

社敷地に倉庫を建てたため、資材置場が手

狭になり適地を探していたところ、本件申

請地所有者と売買契約に至ったとのことで

す。譲渡人は、所有農地は自己で耕作せず

にいずれも利用権を設定して他人に耕作し

て貰っており、本件申請地も利用権が設定

されていましたが、・・・年・・・月に合

意解約されています。申請地は、県道から

約７０ｃｍセンチ低い土地となりますが、

同社では、県道の高さまで嵩上げせず、既

存の側壁や進入路を利用して整地造成した

上、砕石を敷いて仕上げを行い、雨水は原

則、自然浸透とし、大雨の場合に備えて側

壁の内側に溝を切り南側の水路に流すとの

ことで、水路を管理する土地改良区や地元

とは調整済みとのことです。造成工事費用

は約・・・円で、・・・で賄い完成予定日

は許可から６ケ月以内とのことです。譲受

人は、整地した後、同所に重機やコンクリ

ートの２次製品などの資材置場と駐車場用

地として使用したいとのことです。このよ

うな状況で、特に問題なしと思慮されます

が、各委員の慎重なご審議をお願い致しま

す。 

 続いてＮｏ．１１について報告致します。

４月２８日、私と坂東委員、それに事務局

職員の３名で現地調査及び申請者の代理人

である・・・氏並びに測量業務を担当した

・・・氏から事情聴取を行いました。なお、

申請者本人は、新型コロナのために出席を

見合わせたとのことです。申請地は、・・

・７１７㎡と隣接する・・・４９５㎡の合

計１，２１２㎡の第２種農地で、貴志川線

山東駅から南西側約・・・ｍに位置し、地

目は田ですが現況は休耕地の状態でした。

申請者は、・・・、・・・に本店があり、・

・・に上場している・・・で、同社の設立

は・・・年、資本金約・・・円、社員数が

・・・名で、・・・を目的としており、特

に、二酸化炭素を排出しない太陽光発電の

事業を・・・メインで・・・件以上展開し

ているとのことです。転用目的は、申請地

に売電を目的とした太陽光発電施設を建設

するためで、土地所有者が高齢で農業の後

継者がおらず休耕地となっている事や周囲

に障害物もなく、太陽光発電用地として適

地であるところから、本件申請地所有者と

売買契約に至ったとのことです。工事は、

付近住民の同意が得られれば、除草剤散布

により除草、同意が得られない場合は草刈

機で除草した後、土を転圧し、道路に面し

た部分については約１．２ｍの高さのフェ

ンスを設け、転圧した地面の上に、太陽光

発電板２８８枚を設置し、その発電出力は

４９．５ＫＷでこれを売電するとの事です。

管理として、１年に２回の除草作業を行い、

排水は基本的には自然浸透とし水量が多い

時には隣接する用水路に自然放水で、地元

水利組合とは同意が済みとの事です。土地

整地費用と太陽光発電設置費用は、土地代

別で、約・・・円で、・・・で賄い完成予

定日は・・・年・・・月末とのことです。 

なお、譲受人である・・・から農業委員

会に、「３年間太陽光発電事業を継続し転

用目的は変えない」との誓約書が提出され

ています。問題点として、本事業の担当は

・・・に拠点があり、・・・には社員が常

駐していないために、災害等突発的な出来

事の際には、・・・から社員が駆けつける
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との事であるが対応に時間がかかることと、

同所の道路を隔てた北側に小さな工場、東

側と南側に農地を挟んで民家があり、発電

パネルの反射等による生活環境への苦情が

懸念されるが、これにあっては譲渡人が、

近隣住民との話し合いで解決済みとの事で

あり、後日、改めて・・・からも説明に廻

るとのことです。 

このような状況で、各委員の慎重なご審

議をお願い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。続いてＮｏ．１２につきまして、現

地調査並びに事情聴取を行っていますので

坂東委員さん報告願います。 

◆１７番（坂東紀好） Ｎｏ．１２につい

て、去る４月２８日丸山委員、事務局職員

とともに現地調査ならびに、事情聴取を行

いましたので報告いたします。当該、申請

人は・・・を主要業務とする・・・であり、

当法人の概要は・・・年・・・月・・・日

設立、資本金は・・・円であります。今回

の申請に至った経緯については業務拡張に

より、現在所有の資材置場が手狭になった

為、建設機械の部品、モーター類やエンジ

ン・バルブ油圧シリンダー等の資材置場と

して新設する為の申請です。申請地は資料

のとおり、・・・、及び・・・、２筆で延

面積は１,８８０㎡であります。申請地に

ついては集落より少し離れた高台にあり、

隣接する農地・住宅等もなく、近隣の農業

への影響はほぼないと思われ、資材置き場

としては適地であると判断します。今、申

し上げました通り、現地調査に於いてはほ

ぼ問題ないと思われますが、申請書類等を

精査した中で事情聴取に於いて２点の確認

要請をしております。その１点目は計画図

面を確認したところ、申請地を囲む包囲壁

がなく様々な管理リスクが考えられる為、

包囲壁の設置要請、２点目雨水等の排水に

ついては自然浸透とオーバーフローについ

ては既存側溝への排水計画となっており、

油等の流出はないと事情聴取したものの、

この事についても万全を期す旨、油水分離

槽の設置を要請し、申請人の了承を得てい

ます。 

以上の事から、当許可申請について特段

問題がないと思われますが、委員各位の慎

重なご審議をお願い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第４号について、説明が終わり

ましたが、この議案について、何かご意見、

ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

◆山田主査 番外、説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、新規の契約が２

６件ございました。賃借権が４件、使用貸

借権が２２件の設定です。貸借期間は議案

書のとおりです。また、Ｎｏ．１からＮｏ．

１１については、農業委員会による利用権

の新規設定、Ｎｏ．１２からＮｏ．１５に

ついては、実質的な農地中間管理事業での

再設定、Ｎｏ．１６からＮｏ．２６につい

ては、農地中間管理事業による新規の設定

です。面積は、田が５１，７７６㎡、畑が

５８５㎡、合計面積が５２，３６１㎡です。 

また、うち農地中間管理事業による設定が
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１５件あり、面積は田が３２，１９１㎡で

す。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号は可決と決定しました。 

 議案第６号 非農地通知について、提

案いたします。 

◆中谷主査 番外、説明いたします。 

 本件については、国からの通知である「

農地法の運用について」第４（３）の規定

に基づき、農地法第２条第１項に規定する

農地に該当しないと判断するものです。 

令和２年１２月２３日、西脇・貴志地区

（１７件、３８筆）で中島推進員と、令和

３年２月２４日、岡崎地区（１９件、２６

筆）で曽根委員・和田推進委員と、令和３

年２月２５日、西山東地区（９件、３６筆

）で吉中委員・中筋推進委員と、令和３年

３月１２日、西和佐地区（１７件、２６筆

）で金谷推進委員と、令和３年３月１８日、

小倉地区（２４件、３８筆）で吉川委員・

髙倉推進委員と、令和３年３月２３日、田

野地区（１２件２８筆）で貴志推進委員と

ともに現地調査を行ったものです。 

 非農地通知書の交付基準に基づき、対象

であると認められる農地の所有者に対し非

農地判断に係る事前通知を行ったところ、

非農地通知依頼書２７件の提出がありまし

た。面積は、田が２筆、１，２１９㎡、畑

が４３筆、２５，６２３．６１㎡で合計４

５筆、２６，８４２．６１㎡です。 

 Ｎｏ．１からＮｏ．２７について、非農

地通知書の交付基準、農業的利用を図るた

めの条件整備（基盤整備事業の実施等）が

計画されていない土地であって、２０年以

上前から森林の様相を呈しているなど、農

地に復元するための物理的な条件整備が著

しく困難な場合の条件を満たしていると思

われます。 

 なお、各地区の土地改良区・水利組合等

と協議済です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号は可決と決定しました。 

◆会長（谷河 績） その他、何かござい

ませんか。 

「なし、との声」 

 それでは、ご質問がないようでございま

すので第１１回総会を閉会いたします。 

１３時３５分 閉会 

 

 


